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長谷川議員 要望項目一覧 

平成２８年度１１月補正分 

要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

１ 「被災者住宅再建支援補助金」等の適用に向けて  

今回の地震を受けて、「鳥取県被災者住宅再建支援基金」

の制度改正等により、「被災者住宅再建支援補助金」（拡

充）や「被災者住宅修繕支援金」（新設）が支給されるこ

ととなった。  

より多くの被災住宅が補助対象となるよう、弾力的な運

用も含めて検討するとともに、早期に支給できるよう対応

すること。特に、罹災証明の交付申請を住民に幅広く周知

し、さらに罹災証明書が早期に交付できるようにすること。 

住宅被害については、県庁内に「鳥取県中部地震住宅支援本部」を新設し、他県の応援を得て罹災 

証明書交付に向けた現地調査を早期に終えるための調査チーム５１班を編成するとともに、現地調査

の様式を簡素な調査票に統一するなど、住宅再建支援補助金等が迅速に交付できるよう体制を整えた

ところである。 

引き続き、罹災証明書の早期申請について、県のホームページやチラシ等も活用しながらより幅広

く住民に周知を図るとともに、公営住宅や民間賃貸住宅の「みなし仮設住宅」としての活用も関係機

関と調整を進めており、住宅被災者に対して市町とともに全力で支援していく。 

２ 市町村支援及び広域連携について  

今回の地震に際しては、県は迅速に初動対応を行うとと

もに、市町村とも一体になって対応を行っており、高く評

価する。  

今後も、保健師・土木技師・建築技師等の専門人材の派

遣を含めて、市町村への支援を継続して行うこと。  

また、専門人材の派遣等に際しては、中国知事会、関西

広域連合、地方六団体等、広域連携による支援が継続的に

得られるよう対応すること。 

 専門人材としてこれまで被災住民の健康支援に関する保健師や医師、被災建築物・宅地応急危険度

判定業務に関する建築技師や土木技師などの派遣を行うとともに、県及び市町村職員を避難所運営等

の一般事務応援に派遣している。 

 現在、罹災証明書等発行の前提となる家屋被害認定業務に多くの人員が必用であり、中国知事会、

四国知事会、関西広域連合等を通じて職員の派遣を受けており、この外の業務も含めて引き続き必要

な支援を要請していく。 

３ 観光風評被害の払拭に向けて  

今回の地震後、被害の少ない東部・西部を含めて、観光

客の減少や旅館・ホテルでの予約キャンセルが生じている。 

ほとんどの観光施設や旅館・ホテルでは平常通り営業し

ており、受入体制が整っていることを国内外に積極的にＰ

Ｒする等、観光風評被害の払拭に向けて取り組むこと。 

 

風評被害払拭に向けて、鳥取県の観光・宿泊施設は元気であることをＰＲするキャラバンを１０月

２７日、２８日に東京・大阪で実施するなど対策を進めているが、さらに国に対して旅行需要を喚起

するための割引付き旅行助成（復興割）の支援について要望しており、引き続き、観光産業全体を下

支えする取組について加速度的に実施していく。 
【既定予算対応】 

   「ぐるっと山陰」誘客促進事業（復興応援バス）            １８，０００千円 

【１１月補正】 
   コンベンション誘致促進事業                    ４，０５２千円  
   観光情報提供事業                （債務負担行為）１０，０００千円 
   「ぐるっと山陰」誘客促進事業          （債務負担行為）２２，０００千円 
   宿泊促進ＷＥＢ対策事業             （債務負担行為） ６，５００千円 
   国内航空便利用対策促進事業           （債務負担行為） ６，０００千円 
   とっとりスタイルエコツーリズム普及推進事業            １，５２６千円 
   観光周遊促進支援事業                       ４，６１２千円   
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